
６ 教 職 第 ４ ７ ３ 号 

令和６年１２月２４日 

 各 課 長 

 各 所 ･ 館 長   様 

 各県立学校長 

 

教  育  長     

 

職員の給与改定等について（通知） 

 このたび、職員の給与改定等に関する下記１の条例等が公布･施行され、別記１のとお

り改正が行われたのでお知らせします。 

 また、下記２の支給細目について、別記２のとおり改正しましたので御承知願います。 

 なお、各教育事務所長にあっては域内市町村立学校長に対し、周知願います。 

記 

１ 公布された条例等 

 (1) 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（令和６年条例第96号） 

 (2) 特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（令和６年条例第97号） 

 (3) 福島県市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例（令和６年条

例第100号） 

 (4) 職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則（令和６年人事委員会規則第

15号） 

 (5) 市町村立学校職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則（令和６年人事

委員会規則第16号） 

 (6) 技能労務職員の給与及び勤務時間等に関する規則の一部を改正する規則（令和６年

教育委員会規則第７号） 

 (7) 福島県教育委員会の所管に属する職員の宿日直手当に関する規程の一部を改正する

訓令（令和６年教育委員会訓令第６号） 

２ 改正した支給細目 

  期末手当及び勤勉手当支給細目（昭和44年6月3日付け44教総教育長通知） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（担当 職員課 主任主査 宗形 電話024-521-7794 内線5151） 

資料１ 



別記１ 

給与改定等の概要について 

 

１ 給料関係 

 

 (1) 給料月額                      【令和６年４月１日適用】 

  全ての給料表において、初任給を中心に若年層に重点を置いて給料月額が引き上げ 

  られた。（別添給料表を参照） 

 

(2) 給料の調整額                    【令和６年４月１日適用】 

給料月額の改定に伴い、一部の調整基本額が改められた。（別添給料表参照） 

 

２ 諸手当関係 

 

(1) 宿日直手当                     【令和６年４月１日適用】 

   宿日直手当の額について次のとおり改められた。 

 

勤務の区分 

手当額（勤務１回） 

宿日直勤務 

（宿直・日直） 

５時間未満の勤務 

（半日直） 

本来の勤務に従事しないで行う庁舎、校舎、設

備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の

収受、庁舎又は校舎の監視等を目的とする勤務 

５，６００円 

(改定前 5,500 円) 

２，８００円 

（改定前 2,750 円） 

高等学校、中学校及び特別支援学校の寄宿舎に

おける児童、生徒の生活指導等のための定時的巡

視等を目的とする勤務 

６，１００円 

（改定なし） 

３，０５０円 

（改定なし） 

 

(2) 期末手当及び勤勉手当          Ｒ６.12 期【令和６年 12 月１日施行】 

Ｒ７.６期以降【令和７年４月１日施行】 

期末手当及び勤勉手当の支給割合が、次のとおり改められた。 

  （再計算した令和６年 12 月期の勤勉手当の支給割合については、別記３のとおり） 

 

  ア 定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員以外の職員 

 

 R６.６月期 R６.12月期 R７.６月期 R７.12月期 年間支給割合 

一 

般 

職 

員 

改 

定 

前 

期 末 1.225 か月 1.225 か月 1.225 か月 1.225 か月 2.45 か月 

勤 勉 1.00 か月 1.00 か月 1.00 か月 1.00 か月 2.00 か月 

計 2.225 か月 2.225 か月 2.225 か月 2.225 か月 4.45 か月 

改 

定 

後 

期 末 1.225 か月 1.275 か月 1.25 か月 1.25 か月 2.50 か月 

勤 勉 1.00 か月 1.10 か月 1.05 か月 1.05 か月 2.10 か月 

計 
2.225 か月 

 

2.375 か月 

（＋ 0.15 か月） 
2.30 か月 

（＋0.075 か月） 
2.30 か月 

（＋0.0７5 か月） 
4.60 か月 

（＋0.15 か月） 

特 

定 

幹 

部 

職 

員 

改 

定 

前 

期 末 1.025 か月 1.025 か月 1.025 か月 1.025 か月 2.05 か月 

勤 勉 1.20 か月 1.20 か月 1.20 か月 1.20 か月 2.40 か月 

計 2.225 か月 2.225 か月 2.225 か月 2.225 か月 4.45 か月 

改 

定 

後 

期 末 1.025 か月 1.075 か月 1.05 か月 1.05 か月 2.10 か月 

勤 勉 1.20 か月 1.30 か月 1.25 か月 1.25 か月 2.50 か月 

計 
2.225 か月 

 

2.375 か月 

（＋0.15 か月） 
2.30 か月 

（＋0.0７5 か月） 
2.30 か月 

（＋0.0７5 か月） 
4.60 か月 

（＋0.15 か月） 



イ 定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員の場合 

 

 R６.６月期 R６.12月期 R７.６月期 R７.12月期 年間支給割合 

一 

般 

職 

員 

改 

定 

前 

期 末 0.6875  か月 0.6875  か月 0.6875  か月 0.6875  か月 1.375 か月 

勤 勉 0.4875  か月 0.4875  か月 0.4875  か月 0.4875  か月 0.975 か月 

計 1.175  か月 1.175  か月 1.175  か月 1.175  か月 2.35 か月 

改 

定 

後 

期 末 0.6875  か月 0.7125  か月 0.70  か月 0.70  か月 1.40 か月 

勤 勉 0.4875  か月 0.5125  か月 0.50  か月 0.50  か月 1.00 か月 

計 
1.175  か月 

 

1.225  か月 

（＋0.05 か月） 
1.20 か月 

（＋0.025 か月） 
1.20  か月 

（＋0.025 か月） 
2.40 か月 

（＋0.05 か月） 

特 

定 

幹 

部 

職 

員 

改 

定 

前 

期 末 0.5875  か月 0.5875  か月 0.5875  か月 0.5875  か月 1.175 か月 

勤 勉 0.5875  か月 0.5875  か月 0.5875  か月 0.5875  か月 1.175 か月 

計 1.175  か月 1.175  か月 1.175  か月 1.175  か月 2.35 か月 

改 

定 

後 

期 末 0.5875  か月 0.6125  か月 0.60  か月 0.60  か月 1.20 か月 

勤 勉 0.5875  か月 0.6125  か月 0.60  か月 0.60  か月 1.20 か月 

計 
1.175  か月 

 

1.225  か月 

（＋0.05 か月） 
1.20 か月 

（＋0.025 か月） 
1.20  か月 

（＋0.025 か月） 
2.40 か月

（＋0.05 か月） 

 

 

ウ 特別職の期末手当の場合 

 

 R６.６月期 R６.12月期 R７.６月期 R７.12月期 年間支給割合 

改定前 1.675  か月 1.675  か月 1.675  か月 1.675  か月 3.35 か月 

改定後 
1.675  か月 

 

1.775  か月 

（＋0.10 か月） 
1.725  か月 

（＋0.05 か月） 
1.725  か月 

（＋0.05 か月） 
3.45 か月 

（＋0.10 か月） 

 

(3) 寒冷地手当                    【令和６年４月１日適用】 

  

地域等の区分 世帯等の区分 

支給地域 

世帯主である職員 
その他の職員 

扶養親族のある職員 扶養親族のない職員 

19,800円 

（改定前 17,800円） 

11,400円 

（改定前 10,200円） 

8,200円 

（改定前 7,360円） 

 

 

３ 給与改定による履歴書の整理関係 

  給料の調整額が支給されている職員のうち、調整基本額が改定された職員について

は、履歴書を整理すること。 

  また、定年延長により役職定年となった職員のうち、管理監督職勤務上限年齢調整額 

 が改定された職員については、別途交付される発令通知書に基づき履歴書を整理するこ

と。 

 

  ○ 給料の調整額が改定となった場合  

６.12.24  令和6年4月1日 給料の調整額○○,○○○円を給する 

 

   


